
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 447200 雀部簡易郵便局 〇 京都府福知山市川北１２９８－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 447200 雀部簡易郵便局 〇 京都府福知山市川北１２９８－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 727980 津久見千怒簡易郵便局 〇 大分県津久見市千怒６０２７－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 727980 津久見千怒簡易郵便局 〇 大分県津久見市千怒６０２７－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 748940 松浦台簡易郵便局 〇 福岡県糟屋郡篠栗町和田９４０－１１９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 748940 松浦台簡易郵便局 〇 福岡県糟屋郡篠栗町和田４－１７－２９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 124390 松浦郵便局 - 新潟県新発田市浦３３３－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 124390 松浦郵便局 - 新潟県新発田市小友３５－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 637200 西簡易郵便局 〇 香川県小豆郡小豆島町西村甲３３２－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 457190 北町簡易郵便局 〇 奈良県吉野郡大淀町下渕１２６１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 457410 曽爾長野簡易郵便局 〇 奈良県宇陀郡曽爾村長野３１－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 021030 横浜日之出町郵便局 - 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－２４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 021030 横浜日之出町郵便局 - 神奈川県横浜市中区長者町９－１７５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 831900 真滝郵便局 - 岩手県一関市滝沢寺田下２１－１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 831900 真滝郵便局 - 岩手県一関市滝沢矢ノ目沢７３－２７８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 831960 二戸駅前郵便局 - 岩手県二戸市石切所枋ノ木２５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 831960 二戸駅前郵便局 - 岩手県二戸市石切所字枋ノ木３２－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 026430 能見台駅前郵便局 - 神奈川県横浜市金沢区能見台通３３－２４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 026430 能見台駅前郵便局 - 神奈川県横浜市金沢区能見台通１７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R4.1.12 契約解除 -

R4.1.15 契約解除 -

R4.1.17 移転 -

R4.1.17 移転 -

R4.1.17 移転 -

R4.1.24 移転 -

R4.1.1 業務変更 -

R4.1.1 業務変更 -

R4.1.4 住居表示変更 -

R4.1.11 契約締結 -

R4.1.11 移転 -

別紙
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変更前 郵便局 432360 平荘郵便局 - 兵庫県加古川市平荘町山角４５５－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 432360 平荘郵便局 - 兵庫県加古川市平荘町山角８４－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 630480 高松香西郵便局 - 香川県高松市香西西町６７－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 630480 高松香西郵便局 - 香川県高松市香西本町１５６－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 904130 札幌北二十四条西郵便局 - 北海道札幌市北区北二十四条西１４－８－１５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 904130 札幌北二十四条西郵便局 - 北海道札幌市北区北二十四条西１４－２－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R4.1.24 移転 -

R4.1.24 移転 -

R4.1.24 移転 -

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は


